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ミニディスクロージャー 2020

１００周年の未来に向けて

令和元年度ミニディスクロージャー
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　平素より組合員・利用者の皆様には格別のご理解とご支援を賜り

厚く御礼申し上げます。

　当ＪＡは１９４８年（昭和２３年）の創立以来、信用事業を兼営する

自主自立の総合農協として協同組合の使命を実践してまいりました。

　創立１００周年の未来に向けて、情報開示を通じ経営の透明性

を高め、当ＪＡへの理解をより一層深めていただくために「コミュニ

ケーションガイドＶｏｌ. ４０」を作成しました。総合事業や自己改

革に関する組合員調査の集計結果ならびにＪＡグループの組織につ

いての資料も掲載しておりますので、ＪＡグループへのご理解とご

支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

　現在、コロナ禍による県産農畜産物の消費減退を踏まえて、ＪＡ

グループ山形「山形県農畜産物消費拡大運動」を展開しています。

地域の組合員・利用者の皆様より県産農畜産物消費拡大への支援

を重ねてお願い申し上げます。
2020 年 10 月 2 日
山形市農業協同組合
代表理事組合長  大山敏弘
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1. 貯金・貸付金残高　

3. 信用事業利回り
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2. 総合事業の推移 5. 出資金

6. 経常利益・当期剰余金

※2018年度の当期剰余金につきましては、1999年度末に土地再評価法に基づき当農
協の土地全てにおいて再評価を行いました。その再評価額と現在の評価額を比較して、
50％以上の評価低下が生じた場合、減損兆候ありと判定され減損会計の対象となりま
す。2018年度、旧本店土地と立体駐車場の土地が当時の再評価と比較して56％低下
したため、会計上の減損損失処理を行ったものです。
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総合事業のご案内

1 総合事業のご案内

　当ＪＡは194 8 年の創立以来、「一人は万人のために、万人は一人のために」の相互扶助精神に基づき、信用事業を兼営する総合農協とし

て組合員・利用者の生活と事業に役立つことへ取り組み、「食と農を基軸として地域に根ざした協同組合」の確立と２１世紀にふさわしい総

合事業を展開しながら「おらほの農協」として自主自立の健全経営を貫いています。
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「山形セルリー」農業みらい基地創生プロジェクト

耕そう、大地と地域のみらい1
　「山形セルリー」は、1969 年から栽培を開始し、試行錯誤を重ねて品質

向上に取り組んできました。その技術を継承発展させるため、団地形成支援、

生産拡大、担い手育成をはかりおいしい「山形セルリー」を消費者の皆様に

お届けしています。

　2014 年 8月に地域の農業振興と活性化を図るため、東北地区で唯一の産

地である「山形セルリー」の農業みらい基地創生プロジェクトを「ＪＡ全農山

形」とともに立ち上げ、５ヵ年計画で栽培ハウス全７９棟の建設を完了しまし

た。

　生産者の想いと美味しさを伝える為に、日本で最もセルリーを使うイタリ

アンレストラン「アル・ケッチァーノ」オーナーシェフ奥田政行氏と2015 年

11月にパートナー協定を結び「山形セルリー大使」に任命。また、東北芸術

工科大学の中山ダイスケ教授（現学長）の協力を得て、ブランド化に尽力し

ていただきました。さらに、この取組みの集大成を、2020 年2月に開催され

た「第４回ＪＡ営農指導実践全国大会」において経済部の鈴木公俊農業振興課長（現次長）が発表し、全国トップの最優秀賞を受賞しました。

　JA山形市のまるごとブランド化を目指し、これからも都市農業の未来と豊かな地域社会の実現に向け実践してまいりますので、ご支援を

賜りますようお願いいたします。

3
　第三者による認証を目印として、ブランド化の確立や他産地との差別化を図るためにＧＩ登録・地域団体商標登録に当ＪＡ独自で、関係団

体の協力を経て取り組みました。ＪＡが申請者となり、二つの登録を受けるのは東北で初の快挙となっています。

　また、山形市農協セルリー部会 G A P 研究会が、J G A P団体認証取得に取り組み、安心・安全な山形セルリーを消費者に届けられるよう

努めています。

■地理的表示（ＧＩ）登録…2018 年 4月9日に農林水産省より正式に登録、全国のセルリー産地において初めて登録

　※G I：G e o g r a p h i c a l　I n d i c a t i o n sの略　世界貿易機関（W TO）に基づく知的財産権

■ 地域団体商標登録…2019 年10月4日に特許庁より登録認定

■ J G A Pの団体認証取得…山形市農協セルリー部会 G A P 研究会が、2018 年9月11日に取得

東北地域ブランド総選挙　東北芸術工科大学の学生による取材

生協との連携2
　「山形セルリー」は生協共立社との提携をきっかけに、東北各県の生協をご紹介いただき「是非東北で栽培されたセルリーを販売していき

たい」との声をいただきました。担当者と詳細な打ち合わせを行い、ＪＡ系統の商流・物流を担う「J A 全農山形」「㈱全農ライフサポート山

形」を通じて、2018 年度春作セルリーより、東京都世田谷区の東都生協をはじめ、東北 6県全ての生協との販売提携を行っています。また、

生協委員会の皆様から実際にセルリー団地へ来ていただき、安心・安全なセルリーを直接見て確かめていただいております。

販売提携生協

■ 2016 年春作より　

 ・生活協同組合 共立社（山形県） 

■ 2016 年秋作より　

 ・東都生活協同組合（東京都・世田谷区） 

 ・みやぎ生活協同組合（宮城県） 

 ・生活クラブ やまがた生活協同組合（山形県）

■  2017 年春作より　

  ・生活協同組合コープあきた（秋田県） 

■ 2017 年秋作より　

  ・コープふくしま（福島県） 

■ 2018 年春作より　

  ・いわて生活協同組合（岩手県）

  ・青森県民生活協同組合（青森県）

  ・生活協同組合コープあおもり（青森県）

ＧＩ登録・地域団体商標登録・JGAPの団体認証取得
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山形市上下水道部
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各生産組織の紹介

良質米研究会1
　栽培技術向上・「安全で安心」な米の生産・稲作経営の安定的発展と所得向上を目的に、山形市農協良質米研究会を2019 年5月に設

立しました。美味しいお米を消費者の皆様に届けるために、育苗巡回や圃場巡回で管理や生育状況の調査・点検を徹底し品質の向上に努

めています。

  研究会　■つや姫特栽研究会　■雪若丸研究会

育苗巡回の様子

野菜園芸専門委員会2
　山形セルリー・きゅうり・ミニトマトなどを生産・出荷しています。

　消費者の皆様へ、自慢の農産物のおいしさを直接伝えるために、随時地元のスーパーで消費宣伝活動にも取り組んでいます。また、ミニ

トマト部は山形市内の小・中学校で食べる給食に提供する等、食育活動も行っています。（ 16ページ参照）

  生産部会　■ きゅうり部　 ■ミニトマト部　■セルリー部　■食用菊部　■温室メロン部

エコファーマー取得

　セルリー部は、部員全員が山形県よ

りエコファーマーの認定を受けており、

その取り組みが認められ2015 年11月

12日、第 10 回エコエリアやまがた推

進コンクールにおいて優秀賞を受賞し

ました。

圃場巡回の様子
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花き園芸専門委員会3
　ストック・トルコギキョウ・フリージア・紅花などを京浜・大阪・札幌・仙台の市場へ1年を通して出荷しています。毎年11月末には花き

部主催の生花展示会を実施しており、たくさんの来場者の皆様に色とりどりの季節の花を楽しんでいただいております。また、小学校や山形

駅新幹線ホームへの切り花贈呈などの社会貢献活動にも取り組んでいます。

  生産部会　■ストック部　■トルコギキョウ部　■フリージア部　■紅花部　■草花部　■青年部

エコファーマー取得

　2008 年にはトルコギキョウ、ストッ

ク部会の生産者全員が山形県よりエコ

ファーマーを取得し、地球にやさしい花

作りを心がけております。山形市では、

トルコギキョウ・ストック・アルストロ

メリアがエコファーマーの対象になって

おり、マークの入ったラベルで出荷して

います。

山形交響楽団の無観客ライブにバラを提供

　2020 年 6月13日に山形交響楽団が開催した無観客ライブ配信へ、リンベル株

式会社と当ＪＡが連携し、大山ばら園よりステージ用のバラ３００本と楽団員の胸を飾

るコサージュ３０個を共同で購入し、無観客のステージを華やかに演出しました。こ

の取組みは、新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受けた山形交響楽団と花

き生産者へ応援の意味を込めて行ったものです。

青年部5
　農業の未来を担う若手農家組合員が集う組織です。 地域貢献や農協事業の推進、

若手農業者である部員同士の親睦などを目的に、適時勉強会を行っており、農業に関

する知識を深めながら活動に取り組んでいます。また、食農教育や消費宣伝活動にも

積極的に参加しています。

大型農機利用研究会4
　トラクターや田植機、コンバインなどを使用する農作業繁忙時期の前に、農作業

において不慮の事故が起きないよう始業前点検整備会を行っています。

　また、農機を利用し、効率的に農作業が展開できるように農機展示場への視察も

行っています。

※当JAでは、農機の保管・整備を行う格納整備事業を行っています。
アグリフェアi n宮城での農機視察
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農業の経営及び技術の向上に関する指導1
　アグリセンターは、当ＪＡの農業に関する事業の拠点です。農産物の生産から出荷販売に係る全ての分野について事業を展開し、管内

で生産された米の販売・「山形セルリー」のブランド化等、農業振興に取り組んでいます。

農業者経営支援事業2
農業と不動産収支の記帳代行

　1974 年2月に山形税務署より臨時税理士の許可を経て、確定

申告の受付を開始しました。それ以来、毎年農業所得を始め、不

動産所得等の収支内訳の作成相談を行っています。

　2004 年 4月より、収支内訳書を作成する為の記帳代行業務を

開始し、2010 年3月には税理士会の派遣税理士制度を利用して、

2009 年分確定申告書のe -Ta xの送信をJA 山形市青色申告会と

して取扱を開始しました。現在は、記帳代行分以外の確定申告に

つきましても、2012 年3月より（ 2011年分確定申告書）J Aやまが

たと共に、臨時税理士制度から税理士会の派遣税理士制度へ全面

移行し、両 J Aでe -Ta xに取り組んでいます。

 確定申告に関する取組の経過

・1 9 7 4 年　確定申告受付開始

・20 04 年　記帳代行業務開始

・20 10 年　e -Ta x 送信開始（ 20 09 年分）

（J A 山形市青色申告会）

・臨時税理士から派遣税理士制度へ移行

・記帳代行利用者以外もe -T a x 送信開始

※ 2019 年より、収支に関わる個人情報の管理を徹底するため、

クラウド方式に変更しています。

 お問い合わせ

■ 記帳代行業務：経済部 農業者経営支援室

■ 収支内訳書相談：金融部信用課または本・支店まで

【経済事業】

■ 購買

・生産資材（肥料・農薬）　・ 農機具修理・整備・販売

・出荷資材（ダンボール・フードパック等）

・生活物資（一般食品・日用雑貨）　・葬祭

■ 米販売

「つや姫」「雪若丸」「はえぬき」「コシヒカリ」「もち米」の販売

…消費者への直接販売以外は全て全農へ委託販売。

■ 宅配サービス・配達サービスも承っております。

「山形市ふるさと納税特設サイト」に参加しており、返礼品とし

て当ＪＡの組合員が丹精を込めて作った「プレミアムつや姫（特

別栽培米）」「おどろきはえぬき（じょんだ米）」を出品しています。

■ 年金振込のお客様に「つや姫 2㎏」を進呈

年金振込をご利用のお客様に日頃の感謝

として年金振込手続き時と誕生月に毎年つ

や姫 2k gをお届けしています。

【農業振興】

■ 「山形セルリー」の生産振興とブランド化

・「山形セルリー」ハウス団地化による生産振興の取組み

・G I 登録・地域団体商標に登録

・安全安心な農産物の生産を目的としたセルリー部会 G A P 研

　究会によるＪＧＡＰ団体認証への取組み

■ 水稲の共同育苗センター事業

・管内の稲作農家へ安定的に水稲苗を供給することを目的とし

　た共同育苗施設の新築移転整備（ 2020 年３月完成）

■ 農業に関する技術向上の為の職員育成

・組合員への技術指導を目的とした営農指導員の育成

・組合員への経営指導を目的とした農業経営指導員の育成

・適正な米の取引を目的とした農産物検査員の育成

・組合員の安全な機械農作業を守る農業機械整備技能士の育成

経済事業…アグリセンター
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協同会社

共同運営施設 … JA山形市+ JAやまがた

　当ＪAは196 4 年にプロパンガスの販売を開始、197 2 年 6月には協同会社㈱エーコープ山形を設立し、上町給油所・プロパンガス・灯

油の燃料事業を移管しました。1998 年 4月に社名を㈱ジャオに変更して、上町セルフステーション・下条セルフステーション・立体駐車場

「パーキングJ A 山形市」（幸町）を経営しております。

1

カントリーエレベーター1
　カントリーエレベーターとは、穀物を貯蔵する大規模乾燥調整貯蔵施設のことをいいま

す。農家がコンバインなどで刈り取った籾をカントリーエレベーターに持ち込み、籾の重量

を計って、大型の乾燥機で乾燥し、温度管理されている大型のサイロに出荷するまで貯蔵

しておく施設です。

　通常、米は収穫後に玄米の状態で貯蔵されますが、籾をつけたままの方がより長い間鮮度

を保てることから、籾の状態で米を貯蔵し、出荷する分だけの籾摺りを行って玄米にする「今

摺り米」を全国の消費者へ届けます。

　サイロ内の貯蔵籾における発芽発酵の防止や異物・異品種の米が混入しないように職員

が毎日管理・清掃を徹底しています。

カントリーエレベーターの職員
金澤英次場長㊥　甲谷憲一課長㊧　逸見安博職員㊨

カントリーエレベーターの概要

名 称／  山形地区カントリーエレベーター組合

所 在 地／ 山形市南志戸田 26 番地 

　　　　　 T E L：023- 6 4 4- 6 616

事業主体／ 山形市農業協同組合・山形農業協同組合

■ 施設の特徴

1987年に全国でも稀なJA山形市とJAやまがたとの出資により共同運営

施設として1号 C E 竣工。1997年には、2号 C Eが竣工し稼動しております。

① 1号 C Eと2 号 C Eをフローコンベアで連結し、籾の相互移動が可能

② 2 基の籾摺機を２号ＣＥで集中管理できるので、均質な調整が可能

③ 籾殻を膨軟化処理し、堆肥センター等に供給

④ 色彩選別機により異物や着色粒を取り除き、良質な調整を行う

 SINCE  1972株式会社ジャオ

エネルギーセンター　T E L：02 3- 6 4 4- 53 0 6

■ 灯油の戸別配達

■ LPガスの販売

■ 各ガス器具・住宅設備機器等の販売

上町セルフステーション　T E L：02 3- 6 4 4- 53 0 5

下条セルフステーション　T E L：02 3- 6 45- 370 4

■セルフ給油所

■ＪＡコインランドリーあわっ子

■ドライブスルー洗車

■コイン精米機

■コイン洗車場（上町SSのみ）

パーキングＪＡ山形市　T E L：02 3- 62 2-12 3 5

1972年１２月、山形市内初の立体駐車場を「くみあいパーキン

グ」として建設、営業を開始しました。その後、「パーキングＪＡ山

形市」に名称を変更。山形駅東口から徒歩 4分に位置し、大変

便利な駐車場です。月極め契約も受け付けております。 

■収容台数  151台

生活に密着した事業の展開

セルフステーション コインランドリー パーキングJ A 山形市
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21世紀の若者・バカ者・よそ者

1 信用事業…金融の地産地消

　農業協同組合は相互扶助組織であり、相互扶助の基本は信用事業です。

　信用事業とは、組合員・利用者の事業または生活に必要な資金の貸付です。その

為、資金として地域から貯金を集めて貸出しています。貸出金は営農・事業・生活その

ものであり、組合員の豊かなくらしと社会的・経済的地位の向上を図る手段です。つまり、

金融の地産地消です。信用事業を兼営する総合農協だからこそ、その適正な利益で農

業振興ができます。

　ＪＡの前身である産業組合時代から信用事業は協同組合の基本理念である相互扶

助そのものであり、当ＪＡでは1948年創立以来、今日まで重要な業務の一つであります。

　また、認知症対応として、山形市社会福祉協議会の養成講座を受講し、ＪＡとして

法人後見人を目指しています。

2 新人研修「喜
き

望
ぼ う

塾
じゅく

」

　「喜望塾」は、2006年度より新人研修として開催しており、最近では入組３年目までの若手職員

を対象に様 な々テーマについて、先輩職員が講師となり基本毎週木曜日に勉強会を開催しています。

　仕事には、一つ一つ意味があり、正しい努力をし、正しい仕事（人の役に立つこと）をしていけば、

時代が変わったとしても社会に求められ続けます。

　その為には、「考える力」が必要で、この研修の目的は瞬く間に過ぎる20 代のうちにしっかりとした土台を構築し、考える力を養う研修です。

2 共済事業…ＪＡ共済 ひと・いえ・くるまの保障+共栄火災

生命共済

万一の保障、医療や介護、年金

の保障等で、様々なリスクからご

家族やご自身のくらしをサポートし

ます。

ＪＡ共済の関連会社
共栄火災海上保険株式会社
損害保険代理店

個人用火災総合保険（掛捨型）で

自然災害に備える。

建物更生共済（積立型）

多発する自然災害(ゲリラ豪雨・落

雷など)への備えは万全ですか。火

災のほか、地震などの自然災害から、

大切な建物や家財をお守りします。

自動車共済

自動車事故の様々なリスクに、車

両共済・人身傷害特約・弁護士

費用特約などの充実の保障とサー

ビスでお応えします。

■ 賃貸住宅ローン

■ 住宅ローン/リフォームローン

■ 教育ローン ■ 自動車ローン

■ 年金振込 ■ 成年後見支援貯金

■ 公共料金等口座振替

■ 普通・定期性貯金全般

■ JAカード ■ i D e C o

■ インターネットバンキング

■ 多重債務相談 ■ 被災地応援貯金

1 くらしの相談員

　農家・組合員が丹精をこめて作った「お米の配達」をはじめ、「貯金のお預かり」「各種ローン

の相談」「年金受取の手続き」「ひと・いえ・くるまの総合保障・JA 共済の各種提案」「債務整

理の相談」相続に関わる全てに対応する「相続まるごとサポート」など、知的福祉サービスの提

供やよろず相談に対応できる「くらしの相談員」を配置し組合員・利用者宅へ訪問しております。

　金融店舗のほか各部署にも若い人材を配置し、若い力で皆様のお役に立てるよう頑張ってお

ります。21世紀のJA山形市を担う「若者・バカ者・よそ者集団」をよろしくお願いします。

ど〜もっす！

信用・共済事業
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相続まるごとサポート1
　1973 年度より組合員・利用者の皆様からの各種相続手続につい

て、様々な相続相談を支援してまいりました。現在、超高齢社会を

迎え、益 こ々れらの事務手続が複雑さを増しており、従来より貯金

や土地建物を始め各種財産継承手続について総合的な対応を求め

られておりました。

　2016 年度より、組合員・利用者の更なる負託に応える為、JA

山形市農業者経営支援事業取扱要領に基づき、個人情報の管理や

コンプライアンス態勢を含め責任ある相続事務手続で組合員・利

用者のくらしの安定を図っております。

　相続に関する分野において十分な経験とノウハウを備えた職員

や専門家の適切なアドバイスと手続をご利用ください。

ＪＡ葬祭　大切な人に、ありがとうの気持ちを込めて…3

お問合せ・担当部署

相続まるごとサポートの

利 用を希 望される組 合

員・利用者は、本支店の

支店長・次長または担当

者までご相談ください。

■ 経済部 

　農業者経営支援室

　TEL:023- 645- 4849

遺言信託2
農中信託銀行の遺言信託代理店として

「遺言信託」取扱い。 次世代への継承のために

　先祖から受け継いだ大切な財産、一生かけて築き上げてきた財

産を次の世代に引き継がせたいとお考えの皆様に、相続についての

確かな知識と経験を持つＪＡ山形市と連携し農中信託銀行が遺言

書の作成に関するアドバイスから、その保管やお引渡しまで責任を

もってお引き受けいたします。

　皆様の想いを実現するため、また次世代の方々のためにも「相続

遺言相談」をご活用ください。

次のような方々に遺言がお役に立ちます

①後継者など跡取りの方に多く相続させたい方

②相続争いを未然に防ぎ、円滑に遺産分割を済ませたい方

③お借入れのある方、土地など財産が多い方

④配偶者が安心して老後をすごせるようにしたい方

⑤お子様のいらっしゃらないご夫婦

⑥未婚の方

⑦相続人以外の方にも財産を贈りたい方

※農中信託銀行は、農林中央金庫 100％出資の信託銀行です。

※代理店が行う遺言信託代理業務は契約締結の媒介です。

  お問合せ担当部署

■金融部信用課　ＴＥＬ023- 623- 0593

■ やすらぎ山形ホ－ル　　　　　　　

　 TEL：0120-567-685（24時間対応）
　 山形市深町一丁目2- 37

安心の葬儀ーー家族葬や友人葬など、少人数のご葬儀にもご利用いただけます。

お問合わせ

■ やすらぎ嶋ホ－ル

　 TEL：0120-835-527（24時間対応）
　 山形市嶋北一丁目16- 3

■ アグリセンター／本店・各支店… 平日 午前 9 時～午後 5 時　

やすらぎ倶楽部 会員募集中

・ご利用料金は会員料金になります
・入会金 5, 0 0 0 円
・月々の会費や年会費は一切不要です

詳細はアグリセンタ一、本・支店窓口まで

当J Aは、運営会社であるJ A 全農山形の関連会社「株式会社 全農ライフサポート山形」と冠婚葬祭受委託契約を締結しています。

知的福祉サービス（相続相談）
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宅地等供給事業

不動産センター1
アパート・賃貸住宅等管理戸数県内最大級3,000世帯！

　J A山形市不動産センターでは、賃貸住宅管理戸数が山形県内で最大級の約 3, 0 0 0 世帯を管理しています。賃貸物件や売買物件の情

報発信をはじめとした新たなお住まいのご提案の他、資金計画・建物の保障など、農協の総合事業で皆様の期待に応えてまいります。賃貸

住宅管理物件を対象に2018 年10月より、夜間休日サポートシステム（コールセンター）を導入し、安心・安全な住まいを提供しております。

尚、入居者データ管理を2019 年10月よりクラウド方式に変更し、個人情報の管理を徹底しています。

　ガーデンテラス七日町の見学受付・入居手続きもこちらで行っておりますので、是非お問合わせください。

ＪＡ独自企画の賃貸物件（模型） 賃貸戸建シリーズ　和賃貸マンションＭシリーズ

■ 土地・テナント賃貸　■ 土地売買仲介　■ 建物解体の斡旋　■ 建物建築の斡旋　■ 宅地分譲　■ 宅地建物取引士の養成

不動産課　T E L：02 3- 62 3- 0 520 （本店 3F）お問合わせ

不動産課2
　不動産課では、土地・テナントの賃貸や土地売買の仲介、建物建築の斡旋・宅地分譲などの他、建物解体の斡旋なども行っています。

また、当ＪＡ独自企画である賃貸マンション「Ｍシリーズ」・賃貸戸建シリーズ「和」のプロデュースを行っています。

　土地売買・建物建設・解体関係でご相談のある方は、不動産課までご連絡ください。

■リノベーションのご提案

賃貸物件の需要に合わせたリノベーション等を提案し、

資産の長寿命化を図ります。

■ＣＭ放映「えきまえの“のうきょ ” っ！」

不 動 産 センター を 紹 介 するC Mが「M 

OV I E O Nやまがた」で上 映前のスク

リーンＣＭにて放映されています。

B e f o r e    A f t e r

■時代に合わせた設備の提案

賃貸アパートの入居率向上

のため、インターネット設

備を設置するご提案などを

行っています。
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健康福祉事業

サービス付き高齢者向け住宅　ガーデンテラス七日町1
　2016 年度にサ－ビス付き高齢者向け住宅「ガーデンテラス七日

町」を取得しました。「ふくし」はふつうのくらしのしあ わ せと考

えられ、「高齢者福祉事業 =介護保険事業」ではありません。これ

まで当JA が取り組んできた総合事業での「知的福祉サ－ビス」とし

ては、生活・相続・遺言信託・年金・葬祭等の相談業務があげられ、

これらを通じて高齢者対応を行ってまいりました。　

　当JAでは、高齢者が介護を必要とせず、健康寿命を延ばし元気

な暮らしを続けられるよう、山形県が取り組んでいる「健康長寿日本

一」を目指しながら、組合員・地域の皆様の豊かな老後を支援する

ふくし事業を展開すべく、「高齢者福祉事業による地域活性化」へ

取り組んでいます。

入居される場合

協同組合施設利用の為、組合員加入（出資金1口3,000円～）と賃料等の振替、

年金振込及び公共料金の自動振替手続きで口座開設が必要となります。

  詳細・お問合わせ

■見学ご希望の方　ガーデンテラス七日町

　〒990- 0042  山形市七日町１丁目4- 55

　 T E L：023- 623- 6 878　 FAX：023- 625- 470 0

■ 入居ご希望の方　J A 山形市不動産センター

　〒990- 0038  山形市幸町１8-20

　 T E L：023- 63 1- 1 1 60

　 FAX：023- 625- 5565

　営業時間：

　月～日  10：0 0～15：0 0

　定休日：

　毎週水曜日・祝日

毎月のイベント

施設概要

所在地 〒990- 0042  山形市七日町 1丁目4- 55

タイプ 1LD K（Aタイプ・Bタイプ・Cタイプ）

専有面積 32.15㎡～ 41. 45㎡
+バルコニー 3. 28㎡～ 5.94㎡

敷金 3ヶ月分

礼金 無し

賃料 104, 000円～ 14 6, 000円

共益費 17, 000円（一人用）～ 26, 000円（二人用）

生活相談

サービス

14, 278 円+税（一人用）
～ 23, 806円＋税（二人用）

駐車場 なし

構造 鉄筋コンクリート造地上6 階建
（平成 21年12月築）

総戸数 39戸

交通 旅篭町 2丁目バス停 徒歩約 2分
J R山形駅 徒歩約18分 

設備 I Hキッチン・浴室・WC・クローゼット付

備考 トランクルームの利用：
月額 6, 657円＋税（希望者のみ）

取引形態 貸主

参考 食事はご希望により、県高齢者福祉生協により、
食事の提供サービスがあります。
朝食：380円＋税 ／ 昼食：47 2円＋税 ／ 
夕食：569円＋税

（日曜日とお正月はお休み）

2020 年10月１日現在

ガーデンテラス七日町では、毎月一回イベントを開催して

おり、入居者同士の交流も深まっています。

2018 年 12月2 5日開催
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社会貢献活動

「ＪＡ山形市のんきな殿さま 絆の森」プロジェクト1
森林整備の環境保全活動を実施
　2014 年 8月にＪＡ山形市と小白川支店の組合員が中心となって組織する小

白川山林組合並びに山形県・山形市との4団体で「やまがた絆の森」の協定を

締結しました。

　「地球にやさしく」をテ－マに、「地域農業の発展と地域社会に貢献する」こ

とを目指している当JAは、自然環境に配慮し森林保全活動を通じて地域の環

境保全と森林に守られて生きる動植物などの自然生態系を保全する森づくり事

業に取組んでいます。

　ＪＡ山形市親睦会は、「ＪＡ山形市のんきな殿さま 絆の森」プロジェクトとし

て小白川山林組合の組合員と、活動の趣旨に賛同したＪＡ全農山形及び、農林

中金山形支店の職員が共同で、毎年山林の下刈りや遊歩道の整備等を行って

います。

太陽光発電システム … 本店・小白川支店・アグリセンターに設置3
　当JAは太陽光発電設備を3カ所の事業所に設置しています。発電出力は本店4 0k w・小白川支店 12k w・アグリセンター 117k w、合計

の発電出力は169k wになります。

　2009 年の本店ビルの初設置から2020 年 8月までの3 基合計の累計発電量は947, 000k wに達しました。これからも環境保全・再生

可能エネルギーの普及という社会的要請に応え、地域に向けて発信して参ります。

本店ビルの太陽光システム

「絆の森」プロジェクトの概要

所 在 地／山形市小白川町向山

　　　　    （山形市馬見ヶ崎プール・ジャバの北東側）

面　　積／15. 2h a　

活動内容／森林の整備　下刈り・遊歩道整備

　　　　　森林の利用　きのこ植菌作業・収穫

特殊詐欺被害の未然防止 ATMの利用制限2
　当JAでは、警察庁等からの特殊詐欺被害の未然防止に向けた取組み要請を踏まえ、一部の組合

員・利用者を対象に、JＡ貯金口座でのお取引を制限させていただいております。

　全国的に特殊詐欺（振り込め詐欺、還付金詐欺など）が多発する中、昨今は犯罪グループが、ＡＴ

Ｍ操作に不慣れなご高齢の方をＡＴＭに誘導して多額の貯金を振り込ませるなど、手口も巧妙化し、

被害がますます拡大していくことが懸念されています。

　この取組みは、組合員・利用者の大切な貯金をお守りするための対策ですので、何卒ご理解を賜り

ますようお願い申し上げます。

　対象となった組合員・利用者で、利用制限を希望されない方はお取引店舗または下記にお問合わせ

ください。　■金融部 信用課　T E L：023- 623- 0593

対象者

過去3 年以上、農協貯金口座で

のお取引（自動支払および年金受

取などの各種サービスを含む）が

ない満 70 歳以上の個人の組合

員・利用者

小白川支店の太陽光システム アグリセンターの太陽光システム
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5 献血サポーターに認定

　当ＪＡは永年に渡り、社会貢献活動の一環として献血活動に取組んでおり、多くの職

員が協力しています。また、2013 年から、医療に必要な血液を安定的に確保するため

に積極的に協力している団体として「献血サポーター」に認定されています。

2018 年9月より、本店ビル3 階には、赤十字寄付金付自販機を設置しています。

献血に関する詳しい情報は、山形県赤十字血液センターホームページへ

h t t p s : // w w w. b s . j r c . o r. j p/ t h / y a m a g a t a /

「認知症サポーター」の要請4
　超高齢社会が進む中、認知症を正しく理解し接することの必要性を感じ、毎年新採職員が養

成講座を受講し、「認知症サポーター」の登録を受けています。

　認知症の方やその家族が安心して利用できるように、一斉外務日と高齢者の来店が特に多い年金

振込日には、役職員全員がリストバンド「オレンジリング」を着け、組合員・利用者に接しています。

教育文化活動

ＪＡ山形市特別協賛コンサート1
　2005年度に、本店の新築移転記念として山形テルサでコンサートを始め23回目となります。

　今年は、12月27日に山形テルサの「第九」を開催予定です。また、青少年育成事業として、

コンサートの開演前に山形市内の小・中・高校生を対象に無料でリハーサルの公開や楽器の演

奏体験を実施しています。

　会場入口では毎年、ＪＡ山形市花き園芸専門委員会の美しい花が来場者を迎えております。

■ 2017年より「J A山形市・J Aやまがた・J Aてんどう・J Aさくらんぼひがしね」の４J Aによるア

グリカレンダーに、「食と温泉の国のオーケストラ」山形交響楽団定期演奏会の案内を記載

し、活動を応援しています。

山形駅南アンダーの清掃活動6
　2013 年の開通より毎月1回、社会貢献活動の一環として職員が山形駅南アンダーの清掃

活動を行っており、歩道のはき掃除や手摺りのふき掃除をしています。

　山形駅南アンダーは本店ビルの南側に位置し、地下道や自転車道も整備された市内東西

を結ぶ生活道路で通勤通学に利用される主要道になっています。今後とも地域の皆様が気持

ちよく通行できるよう活動を継続して参ります。
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協同組合連携

おいしいサラダ団地2
　山形市と山形市農協・山形農協の連携協定を経て、山形市内にあるJA山

形市の山形セルリー団地と、JAやまがたの野菜ハウス団地を総称して「おい

しいサラダ団地」と名付けました。

　農産物の消費拡大や担い手育成を目指しており、2019 年５月31日に山形

市役所で、初めての試みとなる両 JAの農産物を販売する「山形市地産地消消

費者交流会」を開催しました。また、市民へおいしいサラダ団地で収穫でき

る野菜を使った料理の紹介として「団地レシピ」を配布し、広くP R 活動を実

施しました。今後とも両 J Aで山形の農産物ＰＲに取り組んでまいります。

（今回のコミュニケーションガイドの表紙においしいサラダ団地のイラストが

使用されています）

 ■山形セルリーは、春作 5月中旬～ 6月下旬、秋作 10月中旬～ 11月下旬に  

JAやまがた「おいしさ直売所」紅の蔵店・南館店・落合店で購入できます。

地産地消消費者交流会（山形市役所）での消費宣伝（ 2019 年）
※2020 年は新型コロナウイルス感染拡大防止の為開催を中止しています。

山形市と山形市農協・山形農協との連携に関する協定1
　2019 年 8月5日、食農教育・地産地消の理解促進に資する為「山形市と

山形市農業協同組合・山形農業協同組合との連携に関する協定」の締結をし

ました。協定では「国連で採択された『家族農業の10 年』を実践し、地域経

済の持続的発展に寄与すること」「山形市共創のまちづくりに必要な事項の支

援に関すること」など9項目が盛り込まれています。この協定は、両農協の営

む総合事業の連携や協力に努めるとともに、山形市の人口定着と豊かな暮ら

しの実現に向けて正・准組合員と農業振興を通じて地域の暮らしを支援し、

持続可能な活力ある地域社会をつくることを目的としています。

山形市役所に窓口用封筒を提供3
　当ＪＡは2007年より毎年６月に山形市役所へ窓口用封筒（A 4サイズ）を

贈呈しており、2020 年よりＪＡやまがたと連携して39, 000 枚を贈呈し、累

計で383, 500 枚になりました。市民の皆様が市役所や公民館で各種証明書

の交付を受ける際の書類入れとして使用され感謝されております。また、毎年

デザインを一新し提供しております。

■モンテディオ応援！

両ＪＡは「モンテディオ」の

活躍を応援しております。

窓口用封筒のフラップに応援の

メッセージを記載しています。
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食農教育

2 学校給食ミニトマトお話会

　山形市地産地消推 進事業の一環として山形市学校給食センターにミニトマト

19, 000人分を延べ591k g 提供し、市内の小中学校の給食メニューに加えられました。

　今年で11年目の開催となり、今回は山形市立第一小学校に生産者とＪＡ職員が訪ね

ました。生産者がミニトマトの房を持参し成長過程や安全面の取り組みを説明、児童よ

りたくさんの質問が寄せられ楽しい給食の時間となりました。

　この取り組みは、児童たちに地元農産物を食べてもらい農業や食への関心を高めてもらうことを目的にしており、今後とも消費者から喜ば

れる「安全で安心な農産物」を供給し、地産地消・食農教育推進に努めて参ります。

　また、ＪＡグループ山形が作成したバランスよく食事をする習慣を身につけるためのイラストやすごろくゲームが施されているランチョン

マットを提供しました。ごはんを中心とした「日本型食生活」の推進に努めています。

3 職場体験学習

　毎年5月に、山形市立第五中学校の生徒が、3日間アグリセンターにて職場体験を

受け入れています。

　生徒達は、花・青果物の出荷受付や事務作業の体験、生産者の収穫作業を見学しま

した。生徒達は「仕事の責任感を感じながらしっかり学びたい」と話していました。

4 食農教育応援事業 食・環境と農業の補助教材を配布

　ＪAバンクでは、2008 年から「J Aバンク食農教育応援事業」の一環として管内の小学生授業の補

助教材として、「農業とわたしたちのくらし」の配布を行っています。

　子供たちが農業や食、自然環境、それらにかかわる金融や経済活動などに対する理解を育み、農業ファ

ン層の拡大や地域の発展にも寄与することを願い、小学校高学年向け補助教材を作成し、全国のJ Aバ

ンクから寄贈しています。

　山形市内の小学校へ「J A 山形市」と「J Aやまがた」でエリア別に分担して配布しています。

1 学習田での田植え・稲刈り

　当J Aの組合員が経営する田んぼで、毎年山形市立第二小学校・山形市立西小学校

の5 年生が各学習田で手作業での田植え、稲刈り体験をしています。

　2017年度は、吉村美栄子山形県知事と二小の児童が県産米「つや姫」に加え2018 

年秋に本格デビューした「雪若丸」の田植えをしました。

　この体験では当ＪＡの組合員をはじめ役員が中心となり、児童へ「一粒たりとも粗末に

しない」と米作りに励む農家の思いを伝えています。毎年11月に、各小学校で自ら収穫

したお米を食べる「収穫感謝祭」が開催されています。
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働き方改革

ＷＬＢ推進会議…組合員・利用者へ良質なサービスを提供するため1
　「長時間労働」が社会問題と化し、仕事だけではなく子育てや介護の他、学校の

部活動や受験勉強など社会全般に長く働くことに対する原因背景が多くあり、政

府は「働き方改革」を進め、心身の健康と生産性向上を求める政策を進めています。

　JA山形市は2014 年12月に労働組合との

団体交渉で残業解消の取組み要望があり、

2015 年より良質な組合員サービスを継続・提

供するため「残業解消と労働生産性向上」の取

組みを開始。2016 年10月に山形県の「やま

がたワーク・ライフ・バランスリーディングカ

ンパニー育成事業」のモデル企業に選ばれ、

JA 内に「W LB 推進会議」を立ち上げました。

　「W L Bの推進で笑顔が集まる地域・職場を

創造する」を合言葉に、職員の健康管理と業

務効率化を課題として取り組んでいます。組合

員・利用者皆様のご理解とご協力をお願いし

ます。

イクボス宣言3
　2017 年 8月、本店で県内 J Aグループ初となる「イク

ボス宣言」を行いました。「一人は万人のために、万人は

一人のために」の相互扶助精神に基づき、W L B 推進会

議のスローガンを参考にイクボス宣言書を作成しました。

　「毎週水・金曜日の早帰りデー」や夕方5 時には終礼の

実施で仕事の進捗状況の確認や留守番電話のセットなど

を実施し、残業解消と労働生産性向上に努めています。

21世紀にふさわしい総合事業を展開しながら、組合員・

利用者に役立つ健全で健康な経営と、男女が仕事と家庭

生活を両立できる社会の実現を目指し、取組みを進めて

まいります。

■ 2016 年10月 けんぽ協会

 「やまがた健康企業宣言」に登録

■ 2017 年 山形県へ登録

3月 「 やまがたいきいき子育て応援企業」の

　　優秀（ダイヤモンド）企業に認定

6月 「やまがた企業イクボス同盟」に加盟

8月 「やまがた子育て応援パスポート」

　　協賛店に加盟

イクボスとは？

人材や組織を「育てる」育成の「イク」！！

部下のワーク・ライフ・バランスを考え、その人

のキャリアと人生を応援しながら、組織の業績と

結果を出し、自らも仕事と私生活を楽しむことが

できる経営者や上司のことを指します。

支店窓口の営業時間変更について （正午〜午後1時休業）2
　2018 年 6月12日開催の第 70 回通常総会にて承認されました2018 年度事

業方針に基づき、当J Aでは2016 年の銀行法施行規則改正と店舗の防犯・働

き方改革推進の一環として、本店を除く各支店の業務時間を次の通り変更する事

になりました。

　組合員・利用者の皆様には何かとご不便をおかけすることになりますが、安心・

安全な店舗づくりを目指した取組ですのでご理解をいただきますようお願い申し上

げます。

対象の店舗

■ 北山形支店・小白川支店・下条支店・上町支店
　 美畑支店

■ 平日の窓口業務休止時間…正午～午後1時

支店窓口業務休止時間中は、本店窓口をご利用く

ださるようお願いいたします。AT Mは通常稼働です。

防犯カメラについては、本・支店・アグリセンターの

店内はもちろん、店外にも設置し、駐車場を含め、防

犯映像を記録しています。

W L I（ワーク・ライフ・インテグレーション）とは？

ワーク・ライフ・バランスを発展させた考え方で、自らの

人生観を軸にライフ（生活）とワーク（仕事）を融合し、

双方の充実を求めることを指します。それにより、生産性

や成長拡大を実現するとともに生活の質を高め、充実感と

幸福感を得るなどの相乗効果を目指す働き方です。2019 

年 4月1日（月）、W L B 推進会議において、ワーク・ライ

フ・インテグレーションを推進する為、各自Wo r kとL i 

f eの目標シートを記入し全職員の笑顔の写真を集めたポス

ターを作成しました。

 
ＷＬI 取組み

■月に１回、午後5時30分完全退室に努めています。

■毎週水・金曜日をノー残業早帰りデーとし、午後

6時30分まで完全退室を目指しています。

■本・支店およびアグリCの電話は夕方午後５時に

留守番電話に切替わりますので、電話は午前９時

～午後５時までにお願いします。

※不動産センターは、午後4時に留守番電話へ切り替

わります。
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創造的自己改革 History

1
昭和22年 8月 28日 山形市農業会役員と農民組合幹部との、農業協同組合

についての座談会を農業会北部支所において開催

12月 27日 市農業会役員全員、農業会北部支所において役員会を
開催し、農業会解散事務、解散準備総会の開催など

23年 2月 27日 第一回設立発起人会を農業会北部支所にて開催

3月 3日 設立準備会を山形市会議事所にて4 8 3 名出席で開催

14日 第二回設立発起人会を開催し、定款作成委員会から提
出された定款案、事業計画書案等、創立総会準備の一切
を完了

25日 山形市農業協同組合の創立総会を正組合員総数 7 20
名、出席者 6 6 6 名（うち委任状出席4 3 名）で山形市立
第四小学校講堂にて開催

23年 4月 12日 山形県より山形市農業協同組合の設立認可（農協第 3 5 号）

14日 初代組合長 山口和吉 就任

27日 山形市農業協同組合設立登記

7月 20日 新発足の完全を期すための、臨時総会を開催

8月 15日 山形市農業会より資産譲渡を受け山形市農業協同組合と
して発足、山形市一円で業務を開始（但し、昭和 18 年に
山形市へ編入された旧鈴川村、旧千歳村を除く）

昭和 2 9 年から昭和 31 年にかけて、山形市の周辺農村
部 18ヶ村が編入合併（現山形市）され市内 20 農協体制
となり、昭和 41 年 3月に4 農協体制、平成 9 年 4月から
は、山形農協（J Aやまがた）との2 農協体制となる。

33年 4月 第 10 回通常総会にて「都市農協としての経営方式に移行
し、准組合員利用（貯金吸収、融資伸張）に努力し、信
用事業を推進すること」を決議

　　 37年～40年 県内農協貯金 3 年間トップの残高を誇り、昭和 4 0 年 2月
に貯金残高 10 億円となり、名実ともに東北一となる

38年 3月 山形市農協会館竣工（旧本店：幸町 7-15）

39年 9月 小白川支店オープン（旧東部支店：小白川 2-7-7）本店
より分離開設

42年 4月 北山形支店新築（旧北部支店）

47年 6月 協同会社 ㈱ エーコープ山形を設立しプロパンガス・上
町給油所・灯油の燃料事業を移管する

12月 山形市内初の立体駐車場建設（旧本店北向かい）営業開始
（収容台数 160台 くみあいパーキング→パーキング JA山

形市）

48年 5月 1月に宅地建物取引業の資格を収得し、5月より不動産
業務を開始

49年 2月 山形税務署より臨時税理士の許可を得て、確定申告書
受付を開始

52年 5月 ㈱エーコープ山形 下条給油所新設オープン
（現 下条セルフステーション）

53年 8月 下条支店オープン（旧西部支店）北山形支店より分離開設

12月 集出荷所予冷庫完成（現アグリセンター）

54年 11月 上町支店オープン（旧南部支店）本店より分離開設

58年 5月 市民農園オープン（山形市役所と共同設置）

60年 7月 美畑支店オープン　本店より分離開設

61年 1月 農機センター完成、予冷庫を含めてアグリセンターと
称す（旧中部事業所）

62年 9月 山形地区カントリーエレベーター竣工
穀物乾燥調整共同利用施設…J Aやまがたと共同運営

63年 10月 准組合員向け広報誌コミュニケーションガイド v o l .1
発行開始

平成6年 6月 店舗名称変更
本所→本店　中部事業所→アグリセンター
美畑支店を除く各支店は住所地名を支店名とす

7年 12月 オリジナルブランド米「のんきな殿さま」発売（米の搗精
再開）

8年 5月 2 代目組合長 大築賢祐 就任

9年 3月 第 2 次カントリーエレベーター竣工
J Aやまがたと共同運営

10年 4月 協同会社㈱エーコープ山形が「株式会社ジャオ」に社名
変更

7月 ㈱ジャオ コインランドリー「あわっ子下条店」オープン
（現 下条セルフステーション）

16年 4月 記帳代行業務を開始（農業・不動産収支記帳）

17年 3月 本店新築移転オープン（幸町 18-20 地上6 階建）

6月 3 代目組合長 大山幸雄 就任

18年 3月 美畑支店新築

4月 遺言信託代理店業務開始

6月 ㈱ ジャオ上町セルフステーションオープン

21年 6月 ㈱ ジャオ下条セルフステーションオープン

12月 本店ビル太陽光発電設備導入（ 4 0 kw）

22年 3月 税理士会の派遣税理士制度を利用し、確定申告の
e -Tax 送信開始（平成 2 1 年分）

小白川支店新築移転オープン（小白川 4- 3-21）
太陽光発電設備導入（ 12kw）

23年 6月 4 代目組合長 田村保男 就任

8月 山形市一円の県知事認可（業務地区）

25年 12月 アグリセンター太陽光発電設備導入（ 117kw）

26年 8月 「やまがた絆の森協定」締結（山形県、山形市、小白川山
林組合）山形市馬見ヶ崎プール・ジャバ北側山林 15. 2ha

「山形セルリー」の農業みらい基地創生プロジェクト企
画開始

27年 9月 「山形セルリープロジェクト」新規就農研修生受入開始

10月 「山形セルリープロジェクト」第 1期「山形セルリー団地」
栽培ハウス18 棟建築開始、平成 28 年 2月完成

11月 奥田政行シェフ（アル・ケッチァーノ）と「山形セルリー
大使」パートナー協定締結

東北芸術工科大学 中山ダイスケ教授による「のんきな殿
さま」イメージキャラクターのデザインを一新

12月 協同会社㈱ ジャオ、アグリセンターより本社移転
（上町 3- 6- 47）

相続・事業継承手続きトータルサービス業務を開始

28年 9月 ガーデンテラス七日町にて健康○ふ○く○し 事業を開始

10月 全国健康保険協会より「やまがた健康企業宣言」登録

W L B（ワーク・ライフ・バランス）推進会議を立ち上げ、
働き方改革の取組を開始

准組合員向け広報誌コミュニケーションガイドをVol. 36
より正組合員へも拡大配布開始

11月 コインランドリーあわっ子上町店  リニューアルオープン

12月 「山形セルリープロジェクト」第 2 期「山形セルリー団地」
栽培ハウス17 棟・育苗ハウス完成（合計3 5 棟）

29年 3月 コインランドリーあわっ子下条店  リニューアルオープン

山形県より、山形いきいき子育て応援企業「優秀（ダイヤ
モンド）企業」認定

6月 5 代目組合長 大山敏弘 就任

8月 県内 J Aグループ初となる「イクボス宣言」実施

10月 山形セルリー料理コンテスト開催
（審査委員長 奥田政行山形セルリー大使）

12月 「山形セルリープロジェクト」第 3 期　山形セルリー団地
栽培ハウス16 棟完成（合計 51 棟）

30年 4月 「山形セルリー」地理的表示（G I）登録認定

9月 J A 山形市セルリー部会 G A P 研究会
J G A P 団体認証取得

10月 第二回山形セルリー料理コンテスト開催
（審査委員長　奥田政行山形セルリー大使）

12月 「山形セルリープロジェクト」第 4 期　山形セルリー団地
栽培ハウス16 棟完成（合計６７棟）

令和元年 8月 「山形市と山形市農協・山形農協との連携に関する協定」
締結式

10月 「山形セルリー」地域団体商標登録

12月 東北地域ブランド総選挙（仙台市）実行委員長賞・プレ
ゼン賞のＷ受賞

「山形セルリープロジェクト」第5期 山形セルリー団地
栽培ハウス8棟完成（合計79棟　建築完了）

令和2年 2月 令和元年度第４回ＪＡ営農指導実践全国大会 最優秀賞　
鈴木公俊農業振興課長（現：経済部次長）全国トップとなる

 SINCE  1948
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ＪＡグループの組織と事業

　J Aは、組合員の参加と結集を基本に生活の向上を目指し、各人の自助と協同で「長期的」「多面的」「利他的」に事業活動をおこなう組

織です。農業協同組合法にもとづき、農業生産に必要な資材を共同で購入したり、農畜産物を共同で販売します。また、日常的な生活物

資の提供などの経済事業、貯金・貸出金などの信用事業、生命建物、自動車等のひと・いえ・くるまのＪＡ共済事業、農地の売買やアパー

ト管理などの不動産・資産管理事業、農業に関する新聞情報事業、出版・文化事業や農協観光（Ｎツアー）の旅行事業、組合員・地域の

利用者への健康管理を行う病院経営の厚生事業など幅広い事業を展開しています。

　このようなJ Aの事業を、より効率的におこなうため、都道府県段階での中央会・連合会があり、全国段階での全国連があります。

J A－－ J A中央会・都道府県連合会－－ J A 全国連による事業組織が形づくられ「J Aグループ」として活動しています。

ＪＡグループの組織について1
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■二宮尊徳（ 1787 ～ 1856）、小田原仕法組合（報徳結社の先駆）を設立

　尊徳は、天、地、人の徳に報いる報徳主義を説き、至誠、勤労、分度、推譲の道徳と経済を結び

付けて実践し、貧困から脱却し、恒産恒心を得る仕法を具体化するために小田原仕法組合を設立した。

尊徳の弟子たちがこの思想・仕法を実践していった。

　個人が相互共同して経済的利益、農村の立て直しを図ろうとするものあったために各地で報徳社が

設立されていった。報徳社運動は、明治維新以降全国各地における農村振興の推進母体であり、さ

らに明治期における信用組合運動に多大な影響を与えた。

■大原幽学（ 1797 ～ 1858）、先祖株組合設立

　組合員が出資として所有地を提供、土地からの収益で土地改良や開拓を行い、子孫のために協同

財産を造成しようというものだった。しかし、封建制下の土地所有制の根本に触れるものであったため、

解散を命じられ、関係者は処罰、幽学も自害した。

■日本産業組合の父、平田東助・品川弥二郎

　1891年、ドイツ留学を共にした二人は、わが国最初の信用組合法案を第２回帝国会議に案したが、議会の解散により不成立に終わった。

平田は「健全な国家は産業組合による協同の力で達成できるという考えのもと

1 9 0 0 年　産業組合法（産組法）を成立公布

1 9 0 5 年　大日本産業組合中央会設立　会頭就任

1 9 1 0 年　大日本産業組合中央会を受け継ぐ形で、産業組合中央会（ＪＡ全中の前身）が

発足すると初代会頭に就任し、内大臣に任じられる1922 年まで務めた

※平田も品川も、ドイツ留学中、シュルツェの信用組合やライファイゼンの協同組合運動に

大きな関心を寄せていた。

協同組合の源流　産業組合の父2

二宮尊徳

■産組中央会「家の光」創刊

　1925 年、当時産業組合中央会会頭だった志村源太郎が、産業組合の仕組

みや協同のたいせつさなどを、組合員にわかりやすく伝えることのできる雑誌、

組合員教育のための家庭雑誌として『家の光』を創刊した。

平田東助（ 18 49 ～ 1925）

山形県米沢市生まれ

大学南校（東京大学の前身）にすすみ、

岩倉具視らの欧州視察団に加わってドイ

ツに留学、帰国後は内務省、大蔵省等

を経て内閣法制局長官、農商務大臣、

内務大臣を歴任。内閣法制局長官時代

には、産業組合法の成立に尽力した。

品川弥二郎（ 18 43 ～ 1900）

山口県萩市生まれ

少年時代に松下村塾に入る。普仏戦争視察の

ため、欧州に派遣され、戦後は留学生・外交

官としてドイツに滞在。帰国後は内務省、農

商務省を経て特命全権公使（ベルリン駐在）、

宮中顧問、御料局長、内務大臣を歴任。晩年、

信用組合の指導奨励に最も力を注いだ。

志村源太郎（ 18 67 ～ 1930）
「百泉」の号を持つ志村が揮毫した題字「家の光」

※創刊号～ 1931年 5月号、1961年9月号～ 197 3 年12月号まで用いられた 「創刊号　巻頭言『共同心の泉』を執筆
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いま、なぜ協同組合か…　　   協同組合がよりよい社会を築きます

■参考
「”協同組合100年
「新　協同組合と

（現行は1995年、ICAマンチェスター総会にて決議）
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■監修
財団法人　アジア農業協同組合振興機関　田中照良「JAファクトブック2010」発行：全国農業協同組合中央会

「新版　協同組合事典」編者：協同組合事典編集委員会　発行：社団法人　家の光協会

の軌跡”－ふり向けば産業組合ー」編著者：阿部信彦　発行：協同組合懇話会
はーそのあゆみとしくみー」発行：財団法人　協同組合経営研究所
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2 職員の信条

１.信用第一
　諸君がどんな仕事を与えられたにしても、結局信用が一番物をいう。信用と一口にいっても、信用は一朝一夕にできるものではない。又

ちょっとしたことで信用を失ついすることもあるし、一度失った信用は二度と回復し難いものである。上司や同僚や組合員から信用される人

間になること。これが組合職員の第一信条である。

２.相互の信頼感
　組合は独り芝居の世界ではない。一つのチームである。チームワークがうまくとれないと、いかに個人的には優秀な人材揃いであっても、

組合全体の成績としては能率が上らない。職員同志互に相手の善意と誠実を信じ合うことができれば期せずして相互の協力は完全となり、

組合の業績はおのずから上げうる。人の和、相互の信頼こそ第二の信条である。

３. 創意、工夫
　創意、工夫のないところに進歩なし。組合経営も各人の絶えざる創意工夫によって、はじめて所期の業績を上げることができる。創意、

工夫の努力こそ組合事業の血液である。みずから新しい方式すなわち新定石を編み出す力の人となること。これ第三の信条である。

　１．われらは　われらの組合を守り組合によってともに地位の向上をはかろう。

　１．われらは　組合によって経営と生活を合理化しその効率を高めよう。

　１．われらは　信義と友愛をもって組合に結集し協同の力を発揮しよう。

　１．われらは　全国の組合と手をたずさえますます連合組織を強化しよう。

　１．われらは　組合運動を通じ同志とともに平和な社会を打ち建てよう。

農業協同組合員綱領1

組合員綱領は1951年11月1日、

第４回全国農協代表者会議で、農協運動の

目指す目標を掲げたものである。

JA 綱領

　わたしたちJAの組合員・役職員は、協同組合運動の基本的な定義・価値・原則(自主、自立、参加、民主的運営、公正、連帯等 )に基づ

き行動します。そして地球的視野に立って環境変化を見通し、組織・事業・経営の革新をはかります。さらに、地域・全国・世界の協同組合

の仲間と連携し、より民主的で公正な社会の実現に努めます。

　このため、わたしたちは次のことを通じ、農業と地域社会に根ざした組織としての社会的役割を誠実に果たします。

　　　　　

わたしたちは、

1．地域の農業を振興し、わが国の食と緑と水を守ろう。　

1．環境・文化・福祉への貢献を通じて、安心して暮らせる豊かな地域社会を築こう。

1．JAへの積極的な参加と連帯によって、協同の成果を実現しよう。

1．自主・自立と民主的運営の基本に立ち、JAを健全に経営し信頼を高めよう。

1．協同の理念を学び実践を通じて、共に生きがいを追求しよう。

3
わたしたちJAのめざすもの

1997 年第 21回 J A 全国大会で新たに決議

されました。
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協同 みんなのやくわり4
みんなのやくわり

お互いの役割を確認し協同の力を発揮しましょう。

持続可能な循環型社会へ

S D Gｓ1

■ 2015 年「S D G s」採択

「持続可能な開発目標（S D G s）」を含む2030アジェンダが国連総会193か国により全会一致
で採択されました。17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さ
れないことを誓い実践目標としています。
アジェンダ前文には「誰一人取り残さない」との理念が掲げられ、「一人は万人のために、万人は
一人のために」（o n e f o r a l l , a l l f o r o n e）を基本理念とする協同組合はS D G sの実現にあたっ
て重要な組織の一つとされています。

■ 2016 年 協同組合の思想と実践が
　ユネスコ無形文化遺産に登録

ドイツからの申請により、「協同組合において共通の利益を形にするという思想と実践」がユネ
スコの無形文化遺産に登録されました。「協同組合は共通の利益と価値を通じてコミュニティ作
りを行うことができる組織であり、雇用の創出や高齢者支援から都市の活性化や再生可能エネ
ルギープロジェクトまでさまざまな社会的問題への創意工夫あふれる解決策を編み出している」
と評価されました。

■ 2017 年「家族農業の10 年」

国連総会において、2019 年～ 2028 年を国連「家族農業の10 年」とすることが採択され、加
盟国は食糧安全保障確保と貧困・飢餓撲滅に大きな役割を果たしている家族農業に係る施策の
推進・知見の共有等が求められています。

農業から持続可能な循環型社会への取り組み、
文化的・社会的資産を後世に残していく活動として取り組む
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■組合員のやくわり

・組合員のあらゆる活動に、家族ぐるみ

で参加しましょう

・みんなできめた申し合わせには従ってい

きましょう

・組合のあらゆる問題についてすすんで発

言し、建設的な提言をおこないましょう

・協同活動に消極的な人や、事業や施設

を利用しない人には、仲間として強く働

きかけましょう

・困っている仲間をみんなで助け合いま

しょう

・まわりの人たちに協力し、仲間づくりに

努めましょう

・会合にはおくれずに出席し、仲間の時

間をむだにしないようにしましょう

■職員のやくわり

・組合員とともにある職場であることを常に

認識し、組合員組織の立派な事務局づく

りにはげみましょう

・担当する職務についての学習をおこたらず

常に組合員とともに研さんに努めましょう

・日常の仕事にあたっては、組合員に対し

誠実と公正をむねとして行動しましょう

・組合員の民主的な運営を維持するため、

建設的な提言や意見を積極的におこない

ましょう

・現状維持は敗北と思い、チームワークに

よって革新に努めましょう

・働く者としての権利と義務の均衡をちかい

ましょう

・つねに組合員とともに、健康の保持、体

力の増進に努めましょう

■役員のやくわり

・組合員の役割を尊重し、誠実に職責を

果たしましょう

・出身地域や自己の利益にとらわれず組

合員の意志に従い行動しましょう

・組合員に対し、組合のあらゆる問題に

ついての情報を正しく早く伝えましょう

・組合員の意見や批判をすすんで聞き、

組合の運営に反映させましょう

・組合の事業や施設を全利用する先頭に

たちましょう

・相互不信や感情の対立を排し、職員の

立場を尊重して、組合内部の和をはかり

ましょう

・どんな催しにもおくれずに出席し、時間

をむだにしないようにしましょう
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ＪＡの自己改革に関する組合員調査　集計結果
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